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(57)【要約】
【課題】オペレータが開閉扉を少しでも開いてランプ交
換窓から手を差し込んだとき、ヒートシンクに触れても
感電の恐れが全くない安全性と動作安定性を備えた内視
鏡用光源装置を提供すること。
【解決手段】ランプ交換窓６をその外側から開閉するこ
とができる開閉扉７に、その開閉扉７をランプ交換窓６
に手動でロック／ロック解除するためのロック機構９，
１２が設けられると共に、ロック機構９，１２がロック
解除状態にあるときに一対のヒートシンク５の双方に同
時に接触して一対のヒートシンク５を電気的に導通させ
る導電バネ１３と、ロック機構９，１２がロック状態に
された時に導電バネ１３を一対のヒートシンク５の双方
から離れた状態に弾性変形させるバネ押さえ部材１４と
が設けられている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングに開口形成されたランプ交換窓の内側に、光源ランプ両端の電極部を個別に
受けるソケットが形成された導電体からなる一対のヒートシンクが配置されて、上記ラン
プ交換窓をその外側から開閉することができる開閉扉が設けられた内視鏡用光源装置にお
いて、
　上記開閉扉には、その開閉扉を上記ランプ交換窓に手動でロック／ロック解除するため
のロック機構が設けられると共に、上記ロック機構がロック解除状態にあるときに上記一
対のヒートシンクの双方に同時に接触して上記一対のヒートシンクを電気的に導通させる
導電バネと、上記ロック機構がロック状態にされた時に上記導電バネを上記一対のヒート
シンクの双方から離れた状態に弾性変形させるバネ押さえ部材とが設けられていることを
特徴とする内視鏡用光源装置。
【請求項２】
　上記ロック機構が、上記開閉扉の裏面に沿ってスライドさせることができるように設け
られたスライド部材を備えていて、そのスライド部材が上記ハウジングの裏面部に係合す
ることにより上記ロック状態になり、上記スライド部材を上記ハウジングの裏面部と係合
しない状態にスライドさせると上記ロック解除状態になる請求項１記載の内視鏡用光源装
置。
【請求項３】
　上記導電バネが板バネであって、弾性変形していない状態の時には上記開閉扉側からく
の字状に内方に突出して上記一対のヒートシンクの双方と接触するように配置されている
請求項１又は２記載の内視鏡用光源装置。
【請求項４】
　上記ロック機構がロック状態にされると、上記導電バネが、上記バネ押さえ部材により
くの字状から平らに押しつぶされて上記ヒートシンクから離れた状態に弾性変形させられ
る請求項３記載の内視鏡用光源装置。
【請求項５】
　上記導電バネが板バネであって上記スライド部材に取り付けられており、上記ロック機
構が上記ロック解除状態では上記導電バネが上記開閉扉側からくの字状に内方に突出して
上記一対のヒートシンクの双方と接触し、上記ロック機構がロック状態にされると、上記
導電バネが、上記バネ押さえ部材によりくの字状から平らに押しつぶされて上記ヒートシ
ンクから離れた状態に弾性変形させられる請求項２記載の内視鏡用光源装置。
【請求項６】
　上記ロック機構がロック状態にないときは上記ヒートシンクへの通電を阻止する安全ス
イッチが、上記ランプ交換窓の周辺部に設けられている請求項１ないし５のいずれかの項
に記載の内視鏡用光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は内視鏡用光源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡用光源装置には、観察部位を照明するための照明光を発生させるための光源ラン
プが内蔵されている。光源ランプから放射された照明光は、内視鏡内に配置されたライト
ガイドファイババンドルにより挿入部先端に伝達されて、観察部位に照射される。
【０００３】
　光源装置内に備えられた光源ランプは一般に、光源ランプ両端の電極部を個別に受ける
ソケットが形成された導電体からなる一対のヒートシンクに取り付けられた状態で光源装
置内に配置されている。
【０００４】
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　そのような光源ランプは、一定期間使用すると輝度が低下したり点灯しなくなったりす
るので、新しいものと交換する必要が生じる。そこで光源装置のハウジングには、光源ラ
ンプを交換するためのランプ交換窓が形成されている。
【０００５】
　ランプ交換窓には開閉扉が配置されていて、通常の使用状態では開閉扉が閉じられてい
る。そして、ランプ交換が必要になったら、オペレータが開閉扉を開いてランプ交換窓か
ら光源装置内に手を差し込み、一対のヒートシンクに取り付けられた状態の光源ランプを
ヒートシンクと共に光源装置外に取り出す。
【０００６】
　しかし、ヒートシンクは光源装置内においてランプ消灯時に帯電する場合が多い。その
結果、ランプ交換作業の際にオペレ－タが光源装置内に手を差し込んでヒートシンクに触
れると感電する恐れがあるので、ヒートシンクを予め除電する必要がある。
【０００７】
　そこで従来は、一対のヒートシンクを光源装置内からランプ交換窓側に押し出す方向に
個別に付勢する一対の付勢部材を設けて、その付勢部材がヒートシンクを移動させる際に
ヒートシンクが放電用電極に触れるようにしたり（特許文献１）、ランプ交換窓の開閉扉
を開くと、開閉扉に取り付けられた放電用電極がヒートシンクに触れるようにしていた（
特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２５４７６０
【特許文献２】特開２００８－１６７９０３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載された発明では、開閉扉を開いてランプ交換窓からその内部
に手を差し込んだ時（その状態では、ヒートシンクは動かないようにロックされており、
まずそのロックを解除する必要がある）、誤ってヒートシンクに触れると感電する恐れが
ある。また、ロックを解除すると、一対のヒートシンクが個別に付勢部材で押されてスラ
イドするので、傾きが発生して動作不良になる恐れもある。
【００１０】
　特許文献２に記載された発明では、ランプ交換窓の開閉扉を開くとヒートシンクの除電
が行われるのであるが、開閉扉に取り付けられた放電用電極がヒートシンクに触れるとそ
れ以上開閉扉を開くことができない状態になる。
【００１１】
　したがって、放電用電極がヒートシンクに触れるタイミングは開閉扉が全開になった時
であり、開閉扉が全開にならないうちに、オペレータがランプ交換窓から手を差し込んで
ヒートシンクに触れると、感電してしまう恐れがある。
【００１２】
　本発明の目的は、オペレータが開閉扉を少しでも開いてランプ交換窓から手を差し込ん
だとき、ヒートシンクに触れても感電の恐れが全くない安全性と動作安定性を備えた内視
鏡用光源装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用光源装置は、ハウジングに開口形成され
たランプ交換窓の内側に、光源ランプ両端の電極部を個別に受けるソケットが形成された
導電体からなる一対のヒートシンクが配置されて、ランプ交換窓をその外側から開閉する
ことができる開閉扉が設けられた内視鏡用光源装置において、開閉扉には、その開閉扉を
ランプ交換窓に手動でロック／ロック解除するためのロック機構が設けられると共に、ロ



(4) JP 2012-235955 A 2012.12.6

10

20

30

40

50

ック機構がロック解除状態にあるときに一対のヒートシンクの双方に同時に接触して一対
のヒートシンクを電気的に導通させる導電バネと、ロック機構がロック状態にされた時に
導電バネを一対のヒートシンクの双方から離れた状態に弾性変形させるバネ押さえ部材と
が設けられているものである。
【００１４】
　なお、ロック機構が、開閉扉の裏面に沿ってスライドさせることができるように設けら
れたスライド部材を備えていて、そのスライド部材がハウジングの裏面部に係合すること
によりロック状態になり、スライド部材をハウジングの裏面部と係合しない状態にスライ
ドさせるとロック解除状態になるようにしてもよい。
【００１５】
　また、　導電バネが板バネであって、弾性変形していない状態の時には開閉扉側からく
の字状に内方に突出して一対のヒートシンクの双方と接触するように配置されていてもよ
く、さらに、ロック機構がロック状態にされると、導電バネが、バネ押さえ部材によりく
の字状から平らに押しつぶされてヒートシンクから離れた状態に弾性変形させられるよう
にしてもよい。
【００１６】
　また、導電バネが板バネであってスライド部材に取り付けられており、ロック機構がロ
ック解除状態では導電バネが開閉扉側からくの字状に内方に突出して一対のヒートシンク
の双方と接触し、ロック機構がロック状態にされると、導電バネが、バネ押さえ部材によ
りくの字状から平らに押しつぶされてヒートシンクから離れた状態に弾性変形させられる
ようにしてもよい。
【００１７】
　そして、ロック機構がロック状態にないときはヒートシンクへの通電を阻止する安全ス
イッチが、ランプ交換窓の周辺部に設けられていてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、開閉扉をランプ交換窓に手動でロック／ロック解除するためのロック
機構がロック解除状態にされると、導電バネが一対のヒートシンクの双方に同時に接触し
て一対のヒートシンクを電気的に導通させ、その時点でヒートシンクが除電されるので、
ランプ交換作業の際に、オペレータが開閉扉を少しでも開いてランプ交換窓から手を差し
込んだとき、ヒートシンクに触れても感電の恐れが全くない高い安全性と動作安定性を得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置における、開閉扉がロック解除状態の部
分平面断面図である。
【図２】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置において、開閉扉がロック解除状態の開
閉扉部分を裏側から見た状態の斜視図である。
【図３】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置の全体構成を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置における、開閉扉部分の斜視図である。
【図５】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置において、開閉扉が開かれた状態の斜視
図である。
【図６】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置における、開閉扉部分の垂直断面図であ
る。
【図７】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置において、開閉扉が開かれた状態の斜視
図である。
【図８】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置における、開閉扉がロック状態の部分平
面断面図である。
【図９】本発明の実施例に係る内視鏡用光源装置において、開閉扉がロック状態の開閉扉
部分を裏側から見た状態の斜視図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図３は、内視鏡用光源装置１の全体構成を示している。
　光源装置１全体を囲むハウジング２の前面パネル部には、図示されていない内視鏡のラ
イトガイドコネクタが差し込まれるコネクタ受け３が設けられている。
【００２１】
　光源装置１内には、観察部位を照明するための照明光を発生させるための光源ランプ４
が内蔵されている。光源ランプ４から放射された照明光は、図示されていない内視鏡内に
配置されたライトガイドファイババンドルにより内視鏡の挿入部先端に伝達されて、観察
部位に照射される。
【００２２】
　光源ランプ４においては、前後両端の外周部分が正負両電極になっており、光源ランプ
４は、その電極部を個別に受けるソケットが形成された導電体からなる一対のヒートシン
ク５（５Ａ，５Ｂ）に取り付けられてランプユニットを構成している。
【００２３】
　そのような光源ランプ４は、一定期間使用すると輝度が低下したり点灯しなくなったり
するので、新しいものと交換する必要が生じる。そこでハウジング２の側壁部には、光源
ランプ４を交換する作業を行うためのランプ交換窓６が形成されている。
【００２４】
　７は、ランプ交換窓６を外側から開閉することができる開閉扉７であり、通常の使用状
態では開閉扉７は閉じられている。開閉扉７は、例えば蝶番８を中心に回動して開閉され
る。９は、開閉扉７が自然に開かないようにすることができるロック機構を操作するため
の操作摘みである。
【００２５】
　図４は、開閉扉７部分を拡大して示している。操作摘み９は、図４において左右にスラ
イド操作できるようになっていて、図４に示されるように右方に位置しているロック状態
では開閉扉７を開けることができず、開閉扉７に形成されているガイド溝１０に沿って操
作摘み９を左方に移動させると、ロックが解除されて開閉扉７を開くことができる。
【００２６】
　図５は、ロックが解除されて開閉扉７が開かれ、ランプ交換窓６を通してヒートシンク
５が見える状態を示している。１１は、ヒートシンク５を光源装置１内に固定するための
手動ネジの頭部摘みであり、頭部摘み１１を反時計方向に回転させてネジを緩めることに
より、ヒートシンク５を光源ランプ４と共にランプ交換窓６から外部に引き出すことがで
きる。
【００２７】
　開閉扉７の裏面部には、開閉扉７を垂直に切断した状態を図示する図６にも示されるよ
うに（但し、図６はロック状態を示している）、ガイド溝１０に通された連結部材を介し
て操作摘み９と一体的に連結された電気絶縁材からなるスライド部材１２が配置されてい
る。
【００２８】
　スライド部材１２は、操作摘み９で操作されることにより、ガイド溝１０によりガイド
された状態で開閉扉７の裏面に沿ってスライドして、開閉扉７を閉じた状態でスライド部
材１２がランプ交換窓６の縁部付近においてハウジング２の裏面部に係合することにより
ロック状態になる。
【００２９】
　そして、図５に示されるように、スライド部材１２が開閉扉７の縁部から突出していな
い状態では、開閉扉７を閉じてもスライド部材１２がハウジング２の裏面部に係合しない
ロック解除状態になる。このようにして、開閉扉７をランプ交換窓６に手動でロック／ロ
ック解除なロック機構が操作摘み９とスライド部材１２等により構成されている。
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【００３０】
　そのようなスライド部材１２の内面部分には、頂部が光源装置１の内側に突出して一対
のヒートシンク５Ａ，５Ｂに同時に接触するようにくの字状に折り曲げられた形状の導電
性の板バネからなる導電バネ１３が、片持ち状態に取り付けられている。
【００３１】
　導電バネ１３は、開閉扉７が閉じられてロック状態にされると、ハウジング２側に固定
的に配置された直方体状の電気絶縁材からなるバネ押さえ部材１４によって押しつぶされ
た状態に弾性変形して、図６等に示されるように、開閉扉７に形成された凹溝１５内に格
納された状態になる。
【００３２】
　図７は、開閉扉７が開いた状態を図５とは異なる向きから見た状態を示しており、バネ
押さえ部材１４を支持するようにハウジング２の裏面部に固定的に配置されたバネ押さえ
取付枠１６が見えている。バネ押さえ取付枠１６は、弾性変形が長方形の枠状に形成され
ており、ロック状態では、図６等に示されるように、スライド部材１２がバネ押さえ取付
枠１６内にスライド挿入される。
【００３３】
　図８と図９は、開閉扉７によりランプ交換窓６が閉じられて、ロック機構９，１２がロ
ック状態になっている状態の平面断面図と、その時の開閉扉７とその周辺部を裏面側から
見た状態の斜視図である。
【００３４】
　この状態では、スライド部材１２の一端側がバネ押さえ取付枠１６内に挿入されてハウ
ジング２の裏面部に係合しており、開閉扉７を開くことができない。導電バネ１３はバネ
押さえ部材１４によって偏平に押しつぶされた状態に弾性変形され、一対のヒートシンク
５から離れた状態になっている。
【００３５】
　ランプ交換窓６の周辺部においてハウジング２の裏面位置に配置されたインタロックス
イッチ１９（安全スイッチ）は、光源ランプ４の点灯回路（即ち、ヒートシンク５への通
電回路）をオン／オフするものであり、開閉扉７がロック状態の時にはスライド部材１２
の一端で押されてオンになっている。したがって、このロック状態で光源装置１のメイン
スイッチをオンにすれば、光源ランプ４が点灯する。
【００３６】
　図１と図２は、操作摘み９がスライド操作されて、開閉扉７がロック解除になっている
状態の平面断面図と、その時の開閉扉７とその周辺部を裏面側から見た状態の斜視図であ
る。
【００３７】
　この状態では、開閉扉７は完全に閉じた状態になっているが、スライド部材１２が操作
摘み９でスライド操作されたことにより、導電バネ１３がバネ押さえ部材１４で全く弾性
変形されることのない位置に移動し、導電バネ１３が、ランプ交換窓６側から光源装置１
の内方に向かってくの字状に突出して、一対のヒートシンク５Ａ，５Ｂの双方に同時に接
触している。
【００３８】
　その結果、導電バネ１３を介して一対のヒートシンク５Ａ，５Ｂが電気的に互いに導通
しているので、ロック状態の時に一対のヒートシンク５Ａ，５Ｂに帯電していた電荷がヒ
ートシンク５Ａ，５Ｂに接続された配線を伝って放電され、一対のヒートシンク５Ａ，５
Ｂが除電される。
【００３９】
　このようにして、本発明においては、開閉扉７が全く開いていない段階であっても、ロ
ック機構９，１２のロックが解除された時点でヒートシンク５が除電されるので、ランプ
交換作業の際に、オペレータが開閉扉７を開いてランプ交換窓６から手を差し込んだとき
、ヒートシンク５に触れても全く感電の恐れがない高い安全性を確保することができ、動
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作的にも安定している。
【００４０】
　また、ロック解除状態になると、スライド部材１２の端部がインタロックスイッチ１９
から離れてインタロックスイッチ１９がオフになることにより、開閉扉７を開いた時には
必ずヒートシンク５への通電が阻止されるので、電気安全性が確実に確保される。
【符号の説明】
【００４１】
　１　光源装置
　２　ハウジング
　４　光源ランプ
　５（５Ａ，５Ｂ）　ヒートシンク
　６　ランプ交換窓
　７　開閉扉
　９　操作摘み（ロック機構）
　１２　スライド部材（ロック機構）
　１３　導電バネ
　１４　バネ押さえ部材
　１９　インタロックスイッチ（安全スイッチ）

【図１】

【図２】

【図３】
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